
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

【請求項２】
　

【請求項３】
　

10

20

JP 3733552 B2 2006.1.11

主体部（１，１２，２３）の上下面に貫通させて形成した複数の窓孔（２，１３，２５
）の各々に、下面に係止手段（５，１６，２７）を取り付けかつ側面に取出用溝（４，１
５，２８）を刻設した嵌合部材（３，１４，２６，６０）を取り外し自在に嵌合させてな
る緩衝体（ａ，ｅ，ｈ）を、開閉具を取り付けかつ上記係止手段（５，１６，２７）と対
になる係止手段（１１，２２，３６）を上記係止手段（５，１６，２７）に対応する配置
で底部に取り付けたカバー（ｂ，ｆ，ｉ）に収容してなることを特徴とする寝具類。

主体部（１）の上下面に貫通させて形成した単独の窓孔（２）に、下面に係止手段（５
）を取り付けかつ側面に取出用溝（４）を刻設した複数の嵌合部材（３）を取り外し自在
に嵌合させてなる緩衝体（ａ′）を、開閉具を取り付けかつ上記係止手段（５）と対にな
る係止手段（１１）を上記係止手段（５）に対応する配置で底部に取り付けたカバー（ｂ
）に収容してなることを特徴とする寝具類。

主体部（１，１’，１２，２３，４２，５１）の上下面に貫通させて形成した窓孔（２
，１３，２５，４３，５２）に、下面に係止手段（５，１６，２７，４５，５４）を取り
付けかつ側面に取出用溝（４，１５，２８，…）を刻設したた嵌合部材（３，１４，２６
，４４，５３，６０）を取り外し自在に嵌合させてなる緩衝体（ａ，ａ′，ｅ，ｈ，ｋ，
ｑ）をカバーｂ，ｆ，ｉ，ｍ，ｓ）に収容するとともに、その緩衝体（ａ，ａ′，ｅ，ｈ



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は布団，マットレス，枕，クッション等の寝具類に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　ベッドや椅子の上で頻繁に姿勢を変えることができないときに、身体の特定の部位が長
時間にわたって圧迫されると、褥瘡（いわゆる床擦れ）が発生することがある。
　この褥瘡を防止するための寝具類の一種として、環状の緩衝体からなるドーナツ状のク
ッションが知られている。
　このクッションは、上記緩衝体によって身体の特定の部位、特に患部に加わる体圧を緩
衝して褥瘡の発生や悪化を防止することができるものと認められる（たとえば、特許文献
１参照。）。
【０００３】
【特許文献１】
　　　　　　登録実用新案第３０３１０１１号公報（第１，３図）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、特に患部は、緩衝体に所要の緩衝作用があるとしても、その緩衝体に当接する
こと自体で痛みを感じるようなことがあるが、上記ドーナツ状のクッションでは、上記患
部を中央孔に一致する状態にして使用しない限り、その他の部分では上記患部に当接せざ
るを得ないから使用上不都合であった。
【０００５】
　また、上記のクッションような中央孔を備えていない布団やマットレスでも、緩衝体が
患部の全体に当接せざるを得ず、同様の不都合があった。
【０００６】
　さらに、所要の緩衝体を内装した枕についても、頭部にたとえば腫部等の患部がある場
合にはその患部が圧迫されるのを避けられないといった不都合を生ずることがあった。
【０００７】
　そこで本発明は、上記の不都合を解消して、患部に緩衝体が当接しないようにした寝具
類を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　

【０００９】
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，ｋ，ｑ）の下側に、上下面の柔軟材料の間に肉薄の弾性材料を内包させるとともに、上
記嵌合部材（３，１４，２６，４４，５３，６０）の上記係止手段（５，６，２７，４５
，５４）と対になる係止手段（４１、４７，５６）を上記係止手段（５，１６，２７，４
５，５４）に対応する配置で上面に取り付けてなる底敷材（４０，４６，５５）を収容し
てなることを特徴とする寝具類。

請求項１記載の本発明寝具類は、主体部１，１２，２３の上下面に貫通させて形成した
複数の窓孔２，１３，２５の各々に、下面に係止手段５，１６，２７を取り付けかつ側面
に取出用溝４，１５，２８を刻設した嵌合部材３，１４，２６，６０を取り外し自在に嵌
合させてなる緩衝体ａ，ｅ，ｈを、開閉具を取り付けかつ上記係止手段５，１６，２７と
対になる係止手段１１，２２，３６を上記係止手段５，１６，２７に対応する配置で底部
に取り付けたカバーｂ，ｆ，ｉに収容してなる。

請求項２記載の本発明寝具類は、主体部１の上下面に貫通させて形成した単独の窓孔２
に、下面に係止手段５を取り付けかつ側面に取出用溝４を刻設した複数の嵌合部材３を取
り外し自在に嵌合させてなる緩衝体ａ′を、開閉具を取り付けかつ上記係止手段５と対に
なる係止手段１１を上記係止手段５に対応する配置で底部に取り付けたカバーｂに収容し
てなる。



【００１０】
　

【００１１】
【発明の実施の形態】
　以下、まず本発明の第１実施形態として、寝具類の一種である褥瘡防止クッションにつ
いて図１～５を参照し詳しく説明する。
【００１２】
　ａはスポンジ等の弾性材料製で肉厚方形板状の主体部１に、複数の円形状の窓孔２…を
該主体部１の上下面に貫通させて形成するとともに、その窓孔２…の各々に該窓孔２…と
同形同大の嵌合部材３…を取り外し自在に嵌合させてなる緩衝体である。
【００１３】
　上記嵌合部材３…は、上記主体部１と同じくスポンジ等の弾性材料製であって、上記窓
孔２…をたとえば打ち抜き形成するときに得られる打ち抜き片をもってあてることができ
る。それらの側面には取出用溝４…を刻設し、それらを上記窓孔２…から取り出す際には
、そこに指をかけて簡単に取り出すことができるようにしてある。
【００１４】
　上記主体部１および各嵌合部材３…の下面には、係止手段として、たとえばベルベット
ファスナー（いわゆるマジックテープ（登録商標））の掛け側ベルベット５…を取り付け
てある。その取付けは、上記嵌合部材３…のすべてを上記窓孔２…に嵌合させたときに該
掛け側ベルベット５…が全体としてＸ字状となる配置にして行っている。
【００１５】
　なお、上記窓孔２…および嵌合部材３…の数，大きさ，形状は任意のものとすることが
でき、たとえば、図５に示した緩衝体ａ′のように、大きく開口させた単独の窓孔２内に
大きさ，形状の異なる複数の嵌合部材３…を嵌合させたものとすることができる。
【００１６】
　ｂは布帛，皮革等の柔軟材料、より好ましくは任意の方向に伸縮自在な伸縮性材料から
なるカバーであり、本実施形態の褥瘡防止クッションｃは、上記緩衝体ａを該カバーｂに
収容してなるものである。
【００１７】
　そのカバーｂは周壁部６′を有する略方形状の上面材６およびそれと同じく略方形状の
下面材７を重合し、上記周壁部６′の下辺縁と下面材７の外周縁の互いに直角を挟んで隣
り合う２辺同士を一致させて縫合するとともに、残りの２辺同士の間には上記緩衝体ａを
出し入れするための開閉具として、たとえばファスナー８を取り付けて該上面材６と下面
材７との間を開閉自在にしてなるものである。
【００１８】
　上記下面材７の外周縁には、適宜折り返した縁取り材９を被覆、縫着するとともに、相
対する２辺には環状にした取付用紐１０…をそれぞれ２個ずつ取り付けている。
　褥瘡防止クッションｃは、この取付用紐１０…に他の紐等を通すことにより椅子等に結
びつけておくことができるようになっている。
　なお、その取付けの位置や数は適宜変更でき、たとえば下面材７の４辺全てに所要数ず
つ取り付けてもよい。
【００１９】
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請求項３記載の本発明寝具類は、主体部１，１’，１２，２３，４２，５１の上下面に
貫通させて形成した窓孔２，１３，２５，４３，５２に、下面に係止手段５，１６，２７
，４５，５４を取り付けかつ側面に取出用溝４，１５，２８，…を刻設したた嵌合部材３
，１４，２６，４４，５３，６０を取り外し自在に嵌合させてなる緩衝体ａ，ａ′，ｅ，
ｈ，ｋ，ｑをカバーｂ，ｆ，ｉ，ｍ，ｓに収容するとともに、その緩衝体ａ，ａ′，ｅ，
ｈ，ｋ，ｑの下側に、上下面の柔軟材料の間に肉薄の弾性材料を内包させるとともに、上
記嵌合部材３，１４，２６，４４，５３，６０の上記係止手段５，６，２７，４５，５４
と対になる係止手段４１、４７，５６を上記係止手段５，１６，２７，４５，５４に対応
する配置で上面に取り付けてなる底敷材４０，４６，５５を収容してなる。



　上記下面材７の上面には、上記緩衝体ａの主体部１および各嵌合部材３…の下面に取り
付けた掛け側ベルベット５…と対になるベルベットファスナーの受け側ベルベット１１…
が、該掛け側ベルベット５…に対応するＸ字状の配置で取り付けられている。
【００２０】
　このカバーｂへの上記緩衝体ａの収容は、前者の受け側ベルベット１１…に後者の掛け
側ベルベット５…を係合し、前者の上面材６および下面材７で後者を被覆し、ファスナー
８により上記上面材６と下面材７との間を閉じた状態となるようにして行う。
【００２１】
　上記構成の褥瘡防止クッションｃは、通常は上記収容状態において床やベッドあるいは
各種の椅子に横臥したり座ったりするときに、マットあるいは座布団として敷いて使用す
ることができるものであるが、特に、カバーｂ内の上記緩衝体ａが患部に当接しないよう
に、その患部に対応する位置の嵌合部材３…を取り外し、窓孔２…を開口させることがで
きるようにしたことを重要な点とする。
　また、上面材６を伸縮性材料からなるものとすれば、該上面材６は開口させた上記窓孔
２…に対応する箇所において突っ張ることなく、患部とともにその窓孔２…内に伸長する
ので、その患部を圧迫することがない。
【００２２】
　次に、本発明の第２実施形態として、寝具類の一種である褥瘡防止クッションについて
図６～９を参照して説明する。
　本実施形態の褥瘡防止クッションｄは、その形状が円板状であることにおいて上記の褥
瘡防止クッションｃと相違するものである。
【００２３】
　ｅはスポンジ等の弾性材料製で肉厚円板状の主体部１２に複数の円形状の窓孔１３…を
該主体部１２の上下面に貫通させて形成するとともに、その窓孔１３…の各々に該窓孔１
３…と同形同大の嵌合部材１４…を取り外し自在に嵌合させてなる緩衝体である。
【００２４】
　上記嵌合部材１４…は、上記主体部１２と同じくスポンジ等の弾性材料製であって、上
記窓孔１３…をたとえば打ち抜き形成するときに得られる打ち抜き片をもってあてること
ができる。それらの側面には取出用溝１５…を刻設し、それらを上記窓孔１３…から取り
出す際には、そこに指をかけて簡単に取り出すことができるようにしてある。
【００２５】
　上記主体部１２および各嵌合部材１４…の下面には、係止手段として、たとえばベルベ
ットファスナーの掛け側ベルベット１６…を取り付けてある。その取付けは、上記嵌合部
材１４…のすべてを上記窓孔１３…に嵌合させたときに該掛け側ベルベット１６…が全体
として十字状になる配置にして行っている。
　なお、上記窓孔１３…および嵌合部材１４…の数，大きさ，形状は上記に限らず任意と
することができる。
【００２６】
　ｆは布帛，皮革等の柔軟材料、より好ましくは伸縮性材料からなるカバーであり、本実
施形態の褥瘡防止クッションｄは、上記緩衝体ｅを該カバーｆに収容してなるものである
。
【００２７】
　そのカバーｆは、周壁部１７′を有する略円形状の上面材１７およびそれと同じく略円
形状にした下面材１８を重合し、上記周壁部１７′の下辺縁と下面材１８の外周縁を、半
周程度縫合するとともに残りの半周の部分にはファスナー１９を取り付けて、該上面材１
７と下面材１８の間を開閉自在にしてなるものである。
【００２８】
　上記下面材１８の外周縁には適宜折り返した縁取り材２０を被覆、縫着するとともに、
その適宜箇所には環状にした取付用紐２１…を所要数取り付けている。
【００２９】
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　上記下面材１８の上面には、上記緩衝体ｅの主体部１２および各嵌合部材１４…の下面
に取り付けた掛け側ベルベット１６…と対になる受け側ベルベット２２…が、該掛け側ベ
ルベット１６…に対応する十字状の配置で取り付けられている。
【００３０】
　このカバーｆへの上記緩衝体ｅの収容は、前者の受け側ベルベット２２…に後者の掛け
側ベルベット１６…を係合し、前者の上面材１７および下面材１８で後者を被覆し、ファ
スナー１９により上記上面材１７と下面材１８との間を閉じた状態となるようにして行う
。
【００３１】
　次に、本発明の第３実施形態として、寝具類の一種である褥瘡防止クッションについて
図１０～１３を参照して説明する。
　本実施形態の褥瘡防止クッションｇは、中央に貫通孔を開設したドーナツ状である点に
おいて第２実施形態の褥瘡防止クッションｄと相違するものである。
【００３２】
　ｈは、スポンジ等の弾性材料製で肉厚円板状の主体部２３に円形状の中央孔２４を開設
するとともに、その周囲に９０度の角度間隔をおいて４個の扇形状の窓孔２５…を開設し
てなる肉厚ドーナツ状の緩衝体である。
　それら中央孔２４および窓孔２５…は、該主体部２３の上下面に貫通させて形成されて
いて、上記窓孔２５…の各々には該窓孔２５…と同形同大の嵌合部材２６…を取り外し自
在に嵌合させている。
【００３３】
　上記各窓孔２５…には、嵌合部材２６…を単独１個ずつ嵌合させるようにしてもよいが
、本実施形態においては、各窓孔２５…には、外半部に嵌合する円弧状の外半部嵌合部材
２６ａ…と、内半部に嵌合する扇形状の内半部嵌合部材２６ｂ…との２個を嵌合させるよ
うにしている。
　それらの嵌合部材２６…は、上記主体部２３と同じくスポンジ等の弾性材料製であって
、上記窓孔２５…をたとえば打ち抜き形成するときに得られる打ち抜き片をもってあてる
ことができる。
【００３４】
　上記主体部２３および各嵌合部材２６ａ…，２６ｂ…の下面には、係止手段として、た
とえばベルベットファスナーの掛け側ベルベット２７…を取り付けてある。その取付けは
、上記嵌合部材２６…のすべてを上記窓孔２５…に嵌合させたときに各掛け側ベルベット
２７…が略十字状となる配置にして行っている。
　また、上記各嵌合部材２６…の一側面には取出用溝２８…が刻設してある。
【００３５】
　なお、上記窓孔２５…および嵌合部材２６…の数，大きさ，形状は上記に限らず任意と
することができる。
【００３６】
　ｉは、中央孔２９を開設した円形の上面材３０と同じく中央孔３１を開設した円形の下
面材３２とを、上下端をそれらの中央孔２９，３１の周縁に縫着した筒状材３３によって
連結するとともに、上記上面材３０の外周縁に外周材３４の上縁を縫着し、該外周材３４
の下縁と上記下面材３２の外周縁との間の全周にファスナー３５を取り付けて、その外周
材３４と下面材３２との間を開閉自在にしてなるカバーである。
　なお、上面材３０，下面材３２，筒状材３３および外周材３４は、布帛，皮革等の柔軟
材料、好ましくは任意の方向に伸縮自在な伸縮性材料により製作する。　また、上記下面
材３２の上面には上記緩衝体ｈの主体部２３および各嵌合部材２６…の下面に取り付けた
掛け側ベルベット２７…と対になるベルベットファスナーの受け側ベルベット３６…が該
掛け側ベルベット２７…に対応する略十字状の配置で取り付けてある。
【００３７】
　上記の外周材３４と上面材３０，上面材３０と筒状材３３，筒状材３３と下面材３２は
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、互いの縁部の所要幅を重合するとともに、そこに適宜折り返した縁取り材３７を被覆し
、その上から縫い合わせられている。また、下面材３２の外周縁には縁取り材３７を被覆
、縫着するとともに、その適宜箇所に所要数の取付用紐３８…を取り付けている。
【００３８】
　上記カバーｉは、上，下面材３０，３２の中央孔２９，３１を筒状材３３を介して上下
に貫通した状態とし、その筒状材３３の外側には上記上面材３０，下面材３２，外周材３
４に囲繞された緩衝体収納部３９を形成している。
【００３９】
　そのカバーｉへの上記緩衝体ｈの収容は、前者の筒状材３３を後者の中央孔２４に挿通
し、前者の受け側ベルベット３６…に後者の掛け側ベルベット２７…を係合し、前者の下
面材３２で後者の下面を被覆するとともに、前者の上面材３０および外周材３４で後者の
上面および外周面をそれぞれ被覆し、ファスナー３５により、下面材３２と外周材３４の
間を閉じた状態となるようにして行う。
【００４０】
　次に、本発明の第４実施形態として、寝具類の一種である褥瘡防止クッションについて
図１４，１５を参照して説明する。
　本実施形態の褥瘡防止クッションｊは、上記第１実施形態の褥瘡防止クッションｃとは
、受け側ベルベット１１…を省略していること、および上記緩衝体ａの下側に底敷材を収
容していることにおいて相違するのみである。そこで、同一の部分には同一符号を付して
説明を省略し、以下にはその相違する点についてだけ説明する。
【００４１】
　４０は、上下面の柔軟材料の間に上記主体部１にくらべてはるかに肉薄のスポンジ等の
弾性材料を内包してなる方形状の底敷材である。その上面には、上記緩衝体ａの主体部１
および各嵌合部材３…の下面に取り付けた掛け側ベルベット５…と対になるベルベットフ
ァスナーの受け側ベルベット４１…が、該掛け側ベルベット５…に対応するＸ字状の配置
で取り付けられている。
【００４２】
　この底敷材４０は、上記カバーｂの下面材７上に重合され、さらにその上側に、上記受
け側ベルベット４１…と掛け側ベルベット５…を係合させて緩衝体ａを重合するもので、
これにより、褥瘡防止クッションｊは、緩衝体ａのみを収容した上記第１実施形態のもの
より緩衝作用を高めたものとなる。
　また、この底敷材４０は、上記窓孔２…の底を塞ぐ状態となるので、この褥瘡防止クッ
ションｊを、その所要位置の嵌合部材３…を取り外して使用している場合において、緩衝
体ａが体重等で極度に圧潰されたときにもなお、所要の緩衝作用をする。
【００４３】
　さらに、上記底敷材４０の上面を、上記掛け側ベルベット５…を直接係合させることが
できるフレンチパイル等の材料からなるものとすれば、そこに上記受け側ベルベット４１
…を取り付ける必要がないこと明らかである。
【００４４】
　上記底敷材４０は、その形状を円形状またはドーナツ状に変更することによって上記第
２および第３実施形態の褥瘡防止クッションｄ，ｇ内に収容できること明らかである。
【００４５】
　次に、本発明の第５実施形態として、寝具類の一種である枕について図１６～２０を参
照して説明する。
　ｋは主体部４２の窓孔４３に複数の嵌合部材４４…を嵌合させてなる緩衝体である。
　上記主体部４２は平面横長の枠状で、左右側面から見ると扁平な略楕円形状をした肉厚
のもので、スポンジ等の弾性材料により製作されている。
【００４６】
　その枠状の主体部４２の中央に大きく開口した単独の方形状の窓孔４３は、該主体部４
２の上下面に貫通して形成されていて、そこには取り外し自在にした複数の直方体状の嵌
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合部材４４…を、碁盤目状に整列させて嵌合させている。
　その嵌合部材４４…は、上記主体部４２と同じくスポンジ等の弾性材料からなるもので
あって、上記窓孔４３をたとえば打ち抜き形成するときに得られる打ち抜き片をもってあ
てることができる。
【００４７】
　上記各嵌合部材４４…の下面には、係止手段として、たとえばベルベットファスナーの
掛け側ベルベット４５…を取り付けてある。また、上記主体部４２の下面には、窓孔４３
に嵌合させた嵌合部材４４…の各列の延長線上にあたる位置に、上記嵌合部材４４…に取
り付けたのと同様の掛け側ベルベット４５…を取り付けてある。
【００４８】
　なお、上記嵌合部材４４…の数，大きさ，形状は任意のものとすることができる。また
それらの側面に上記第１～４実施形態の嵌合部材３…，１４…，２６…に刻設したのと同
様の取出用溝を設けてもよい。
【００４９】
　４６は、上下面の柔軟材料の間に上記主体部４２にくらべてはるかに肉薄のスポンジ等
の弾性材料を内包してなる方形状の底敷材である。その上面には、上記緩衝体ｋの主体部
４２および各嵌合部材４４…の下面に取り付けた掛け側ベルベット４５…と対になる複数
のベルベットファスナーの受け側ベルベット４７…が互いに平行にして、該掛け側ベルベ
ット４５…に対応する配置で取り付けられている。
【００５０】
　ｍは布帛，皮革等の柔軟材料、より好ましくは任意の方向に伸縮自在な伸縮性材料から
なるカバーであり、本実施形態の枕ｎは、上記緩衝体ｋおよび底敷材４６を該カバーｍに
収容してなるものである。
【００５１】
　そのカバーｍは周壁部４８′を有する略方形状の上面材４８およびそれと同じく略方形
状の下面材４９を重合し、上記周壁部４８′の下辺縁と下面材４９の外周縁の互いに直角
を挟んで隣り合う２辺同士を一致させて縫合するとともに、残りの２辺同士の間には開閉
具として、たとえばファスナー５０を取り付けて該上面材４８と下面材４９との間を開閉
自在にしてなるものである。
【００５２】
　このカバーｍへの上記緩衝体ｋおよび底敷材４６の収容は、底敷材４６の受け側ベルベ
ット４７…と、上記緩衝体ｋの主体部４２および各嵌合部材４４…の下面に取り付けた掛
け側ベルベット４５…とを係合して、緩衝体ｋの下側に底敷材４６を配置し、さらに、上
記カバーｍの上面材４８と下面材４９でそれらを被覆し、ファスナー５０により上記上面
材４８と下面材４９との間を閉じた状態となるようにして行う。
【００５３】
　上記構成の枕ｎは、カバーｍ内の上記緩衝体ｋが患部に当接しないように、その患部に
対応する位置の嵌合部材４４…を取り外し、窓孔４３を開口させることができるようにし
たことを重要な点とし、これによって、緩衝体ｋが頭部の腫部等の患部を圧迫しないよう
にすることができる。
　また、上面材４８を伸縮性材料からなるものとすれば、該上面材４８は開口させた上記
窓孔４３に対応する箇所において突っ張ることなく、患部とともにその窓孔４３内に伸長
するので、その患部を圧迫することがない。
【００５４】
　なお、底敷材４６の上面の材料としてフレンチパイル等を採用すれば、上記受け側ベル
ベット４７…を省略して、上記掛け側ベルベット４５…を底敷材４６の上面に直接係合さ
せるようにすることができる。
【００５５】
　次に、本発明の第６実施形態として、同じく寝具類の一種である枕について図２１，２
２を参照して説明する。
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　本実施形態の枕ｐは、底敷材の下側に補助緩衝体を収容していることにおいて上記第５
実施形態の枕ｎと相違するものである。
【００５６】
　ｑは主体部５１の窓孔５２に複数の嵌合部材５３…を嵌合させてなる緩衝体である。
　上記主体部５１は平面横長の枠状で、左右側面から見ると凸状の上面と扁平な下面とが
略半楕円形状をなしている肉厚のもので、それはスポンジ等の弾性材料により製作されて
いる。
【００５７】
　その枠状の主体部５１の中央に大きく開口した単独の方形状の窓孔５２は、該主体部５
１の上下面に貫通して形成されていて、そこには取り外し自在にした複数の直方体状の嵌
合部材５３…を、碁盤目状に整列させて嵌合させている。
　その嵌合部材５３…は、上記主体部５１と同じくスポンジ等の弾性材料からなるもので
あって、上記窓孔５２をたとえば打ち抜き形成するときに得られる打ち抜き片をもってあ
てることができる。
【００５８】
上記各嵌合部材５３…の下面には、係止手段として、たとえばベルベットファスナーの掛
け側ベルベット５４…を取り付けてある。また、上記主体部５１の下面には、窓孔５２に
嵌合させた嵌合部材５３…の各列の延長線上にあたる位置に、嵌合部材５３…に取り付け
たのと同様の掛け側ベルベット５４…を取り付けてある。
【００５９】
　なお、上記嵌合部材５３…の数，大きさ，形状は任意のものとすることができる。また
それらの側面に上記第１～第４実施形態の嵌合部材３…，１４…，２６…に刻設したのと
同様の取出用溝を設けてもよい。
【００６０】
　ｒは、上記緩衝体ｑと同じくスポンジ等の弾性材料からなり、平面方形状で、左右側面
から見ると扁平な略半楕円形状をなしている肉厚の補助緩衝体である。
【００６１】
　５５は、上記第５実施形態の底敷材４６と同様、上下面の柔軟材料の間に肉薄のスポン
ジ等の弾性材料を内包してなる方形の底敷材で、その上面に互いに平行にして取り付けら
れている複数の受け側ベルベット５６…は、上記緩衝体ｑの主体部５１および各嵌合部材
５３…の底面に取り付けた掛け側ベルベット５４…に対応する配置になっている。
　この底敷材５５は、上記上記補助緩衝体ｒの上面に重合され、さらにその上側に、上記
受け側ベルベット５６…と掛け側ベルベット５４…を係合させて緩衝体ｑを重合するもの
である。
【００６２】
　ｓは、布帛，皮革等の柔軟材料、より好ましくは任意の方向に伸縮自在な伸縮性材料か
らなるカバーであり、本実施形態の枕ｐは、上記緩衝体ｑ，補助緩衝体ｒおよび底敷材５
５を該カバーｓに収容してなるものである。
【００６３】
　そのカバーｓは、周壁部５７′を有する略方形状の上面材５７およびそれと同じく略方
形状で周壁部５８′を有する下面材５８を重合し、上記周壁部５７′の下辺縁と周壁部５
８′の上辺縁の互いに直角を挟んで隣り合う２辺同士を一致させて縫合するとともに、残
りの２辺同士の間には、開閉具として、たとえばファスナー５９を取り付けて、該上面材
５７と下面材５８との間を開閉自在にしてなるものである。
【００６４】
　このカバーｓへの上記緩衝体ｑ，補助緩衝体ｒおよび底敷材５５の収容は、上記受け側
ベルベット５６…と掛け側ベルベット５４…とを係合して緩衝体ｑの下側に底敷材５５を
配置し、さらに、それらを上記補助緩衝体ｒの上面に乗載したものを上記カバーｓの上面
材５７と下面材５８で被覆し、その後ファスナー５９により上記上面材５７と下面材５８
との間を閉じた状態となるようにして行う。
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【００６５】
　上記構成の枕ｐは、下側に補助緩衝体ｒを収容しているから、上記第５実施形態の枕よ
りも緩衝作用を高めたものとなる。
　この枕ｐは、通常は緩衝体ｑを上側にして使用し、患部に対応する位置の嵌合部材５３
…を取り外すことにより、その患部を圧迫しないようにすることができる。また、補助緩
衝体ｒを上側に、緩衝体ｑを下側になるように上下を逆さにして使用することもできる。
【００６６】
　なお、上記底敷材５５の上面の材料としてフレンチパイル等を採用すれば、上記受け側
ベルベット５６…を省略して、上記掛け側ベルベット５４…を底敷材５５の上面に直接係
合させることができる。
【００６７】
　以上説明した各実施形態において、緩衝体ａ，ａ′，ｅ，ｈ，ｋ，ｐの上面および補助
緩衝体ｑの下面に多数の凹凸を設けることも好ましい。この凹凸により、使用者の圧迫感
を軽減でき、また、熱や湿気を逃がすことができる。
【００６８】
　また、嵌合部材３…，１４…，２６…，４４…，５３…は必ずしも弾性材料製のものと
する必要はなく、上記弾性材料よりも硬度の高い材料により製作することができる。
　図２３（ａ）に示した嵌合部材６０は、図２３（ｂ）に示したパイプ状や中空球状に形
成された数ミリ程度の大きさのプラスチック製充填材６１…を袋材に多数充填して、上記
窓孔２…，１３…，２５…，４３，５２に収容できる程度の大きさとしたもので、それは
内部の充填材６１…を流動させることにより自在に変形させることができるが、一つ一つ
の充填材６１は押圧されてもほとんど弾性変形しない。
【００６９】
　したがって、上記第１～４実施形態の褥瘡防止クッションｃ，ｄ，ｇ，ｊの使用時にお
いて身体が過度に沈下してしまう場合、あるいは上記第５，６実施形態の枕ｎ，ｐの使用
時において頭部が過度に沈下してしまう場合に、この嵌合部材６０…を患部以外の位置に
当接するように窓孔２…，１３…，２５…，４３，５２に嵌合させておくことにより、過
度の沈下を防ぐことができる。
【００７０】
【発明の効果】
　以上述べたところから明らかなように、本発明寝具類は、緩衝体をカバーに収容してな
るので、通常は各種の椅子に座ったり、床やベッドに横たわったりするときに、マット，
座布団あるいは枕として使用することができる。
　また、緩衝体が主体部の上下面に貫通させて形成した窓孔に、嵌合部材を取り外し自在
に嵌合させてなるので、上記緩衝体が患部に当接しないように、患部に対応する位置の上
記嵌合部材を取り外して窓孔を開口させることができる。
　したがって褥瘡の発生の防止，その悪化の防止あるいは腫部等の患部の保護等に効果的
である。
【００７１】
　さらに、上記緩衝体の下側に底敷材を収容すれば、緩衝作用を高めることができる。そ
の底敷材は上記窓孔の底を塞ぐ状態となるので、所要位置の嵌合部材を取り外して使用し
ている場合において、緩衝体が体重等で極度に圧潰されたときにもなお、所要の緩衝作用
をする。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施形態の褥瘡防止クッションの斜視図である。
【図２】　図１のＩ－Ｉ線縦断端面図である。
【図３】　本実施形態のカバーの斜視図である。
【図４】　本実施形態の緩衝体の斜視図である。
【図５】　緩衝体の他の例の平面図である。
【図６】　本発明の第２実施形態の褥瘡防止クッションの斜視図である。
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【図７】　図６の II－ II線縦断端面図である。
【図８】　本実施形態のカバーの斜視図である。
【図９】　本実施形態の緩衝体の斜視図である。
【図１０】　本発明の第３実施形態の褥瘡防止クッションの斜視図である。
【図１１】　図１０の III－ III線縦断端面図である。
【図１２】　本実施形態のカバーの斜視図である。
【図１３】　本実施形態の緩衝体の斜視図である。
【図１４】　本発明の第４実施形態の褥瘡防止クッションの縦断端面図である。
【図１５】　底敷材の斜視図である。
【図１６】　本発明の第５実施形態の枕の斜視図である。
【図１７】　図１６の IV－ IV線縦断端面図である。
【図１８】　本実施形態のカバーに底敷材を収容した状態の斜視図である。
【図１９】　本実施形態の緩衝体の主体部の斜視図である。
【図２０】　上記主体部に嵌合部材を嵌合させてなる緩衝体の斜視図である。
【図２１】　本発明の第６実施形態の枕の斜視図である。
【図２２】　図２１の V－ V線縦断端面図である。
【図２３】　（ａ）は嵌合部材の他の例の斜視図、（ｂ）はその嵌合部材に充填される充
填材の拡大斜視図である。
【符号の説明】
ａ，ａ′，ｅ，ｈ，ｋ，ｑ　　　　　　緩衝体
ｂ，ｆ，ｉ，ｍ，ｓ　　　　　　　　　カバー
ｃ，ｄ，ｇ，ｊ　　　　　　　　　　　褥瘡防止クッション
ｎ，ｐ　　　　　　　　　　　　　　　枕
１，１２，２３，４２，５１　　　　　主体部
２，１３，２５，４３，５２　　　　　窓孔
３，１４，２６，４４，５３，６０　　嵌合部材
４０，４６，５５　　　　　　　　　　底敷材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】
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